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午前１０時００分開会 

山田委員長 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、教育委員会第23回協議会を開会いたします。 

 本日の出席状況は全員出席です。 

＜委員長、委員報告事項＞ 

山田委員長 

 初めに、委員長、委員報告をお願いいたします。 

 最初に私からでございますけれども、24日の日曜日に東京小児科医会の研修会がありま

して出席をいたしました。その中で、アポロ園の保護者の方がそのお子様の様子を４コマ

漫画につくりまして、それを『とらぽん』という雑誌をつくって、今、中野区役所の１階

の福祉売店で販売しているかと思いますけれども、その『とらぽん』というのが、当日出

席をされました東京都内の主に開業医の小児科の先生に無償で配付されました。その中で、

ちょうどそのときに、特別支援教育にかかわっております東京医科大学の先生がコメント

を出しておりまして、親御さんの目線で見た、また子どもの目線で見たこういう本を見て

いただくこと、また、医療従事者初め一般の方々にも、特別支援にかかわる子どもたちの

状況が非常に理解できるすばらしい本ではないかということで好評をいただきました。中

野区で発した１冊の絵本でございますけれども、もし機会がありましたら、皆さん手にとっ

て見ていただければありがたいかと思います。中野区が発しまして東京都内で広まったと



いうふうに理解していただければと思います。 

 また、研修会の中では、特にこの夏に向かっての紫外線対策ということで、小児科の先

生方に対して皮膚科の先生からお話がありました。昔の日本は、天照大神ということで太

陽神話があったのですけれども、今は、紫外線についてはどちらかというと害が多いとい

うことの理解でよろしいのではないかということで、学校の現場でも、いわゆる紫外線防

止のローションのことの啓発ですとか、学校のプールなどで日焼けに対しての対策がとら

れているかどうか、その辺は一度点検されてもいいのではないかというご提言がなされま

して、私も学校医の一員として、これからは皮膚科の先生方にもいろいろご意見をいただ

いて、また対策を講じるようにしなければいけないのかなというふうに感じた次第であり

ます。 

 27日は、私が学校医をしています中野区内にあります東京大学附属中等教育学校という

ところで学校保健委員会がありまして出席をいたしました。どこの学校もそうだと思うの

ですけれども、今、アレルギーのお子さんが非常にふえています。東大附属も御多分に漏

れず、ぜんそくとアトピーのお子さんが非常にふえております。特に食物アレルギーなど

に対しては、これからの宿泊の合宿などに対して現場としていろいろ指示をしなければい

けないということで、例えばそばアレルギーのお子様とか、ピーナツアレルギーとか、こ

の辺はもう一度保護者のご協力を得て、保護者と連絡を密にして、情報をきちんと提供し

て、旅行中事故がないようにと。東大附属は、１年生に対しては宿泊での遠泳の合宿を３

泊４日、千葉の富浦で行いますし、２年生は２泊３日で84キロのウォークラリーというの

を富士五湖畔でやるということで、この二つが大きなイベントということを聞いておりま

すけれども、子どもたちが元気に行事に参加して帰ってくることを願って、保護者に対し

てお手紙をつくりました。 

 また、昨日ですけれども、東京都庁の中で、今、学校・地域保健連絡推進会議というも

のがありまして、私はその委員になっておりますので、本年度第１回の協議会に参加をし

てまいりました。学校・地域保健連絡推進事業といいますのは、平成13年だったと思いま

すけれども、文部科学省が学校医参加体制だけでなく、今お話しした皮膚科ですとか、ス

ポーツ外傷に対しての整形外科、またメンタルヘルスの精神科、性教育の産婦人科の先生

を学校の協力医として派遣してはどうかという事業を立ち上げまして、東京都は、平成16

年度からそれを予算化して実行しております。平成19年度については、都内の都立高校の

23校に精神科のドクターを派遣して、メンタルヘルスに対して、教職員に対しての指導を



主に行うということを行っております。また、都内の高校４校に対しまして産婦人科医を

派遣し、教職員に対しての性についての理解、また保護者に対しての性教育指導、さらに

は、ことしは子どもたちに向けての性教育指導ということを取り組んでおります。そういっ

た中で、学校の中で起きますいろいろな保健問題に対しまして専門医というものが派遣さ

れる時代が来て、それが実践をされているということでありまして、今後こういった事業

が拡大されまして、子どもたちの健康に寄与すればいいのではないかと考えられます。  

 私からは以上でございます。 

高木委員 

 今週は特にございません。 

飛鳥馬委員 

 ございません。 

大島委員 

 今週は、23日の土曜日に新井小学校を訪問してまいりました。道徳の公開授業をやって

いる日でして、道徳の授業を拝見したいなと思って参ったわけです。各クラスそれぞれ工

夫していろいろな授業をやっておりまして、それぞれレジュメもつくられておりました。

特に地域の近隣の方々をゲストティチャーに各クラス呼びまして、「思いやり」ということ

をテーマにいろいろお話を伺うことをメインにやっていたようで、例えば電車の優先席の

こととか、介護の仕事をしていらっしゃる方の話とか、いろいろあったようで、とてもよ

かったのではないかと思います。それから、保護者向けには、外部の先生をお呼びしての、

家庭での親子の会話についてのお話もあってとてもおもしろかったです。  

 それと、私は校長先生とのお話の中で個人的にはとてもうれいしいと思ったことがあり

ました。 

 というのは、新井小学校では、表彰状制度と検定制度というのをやっているというお話

があって、読書については、読書の表彰状というのをつくって、30冊とか60冊とか、そう

いうのに達した人には、“30冊に達したで賞”というような賞で、小型ですけれども、実際

に表彰状を印刷してあります。保護者の方のご協力で結構立派な模様入りの表彰状をつくっ

てありまして、30冊とか、60冊とか、百何十冊とか、いろいろつくってあって、それに達

すると校長室に生徒が受け取りに来ることができることになっているのです。実際私が校

長先生とお話ししている間にも子どもが入ってきて、「先生、表彰状ちょうだい」と。そう

すると、本当の表彰みたいにして、校長室で名前を呼んで、「あなたは○○で頑張りました」



というようなことで表彰状をあげる。何か子どもたちもすごくうれしそうで、そういう読

書の冊数の表彰。それから、新井小学校で何級、何級というのをつくりまして、計算につ

いての検定という制度を設けていて、これも何級、何級というのに応じて賞状をあげると

いうようなことをやっているそうで、今後は漢字と水泳も検定制度というのをやりたいと

いうお話があったのです。私は個人的に、基礎学力をつけるための動機づけとして、モチ

ベーションを上げる、子どもたちのやる気を引き出すという意味で、何かそんなような表

彰だとか検定というのはいいのではないかなどと内心思っていたところへ、もう実践され

ているというお話を伺ったものですから、大変うれしく思いました。 

 それから、27日の水曜日に、第十一中学校で公開の道徳講座がありましたので、道徳の

授業を拝見しに行ってまいりました。これも各学年で先生方がいろいろ工夫してテーマを

決めていまして、１年生は金子みすゞの「わたしと小鳥とすずと」という詩を出発点にし

て個人の個性、自分のよさを見出そうと、そんなようなテーマ。それから、２年生は「“もっ

たいない”の気づき」というテーマ。３年生は、日常のいろいろな写真を先生方がカラーで

コピーしてくださって、何げない日常の中だけれども、人と人とのかかわりの中で幸福と

は何かというのを考えようというようなテーマでそれぞれやっておられて、とても工夫し

ていて、そんなに大上段に振りかぶったようなやり方ではないのでいいのではないかなと。

それと、十一中の生徒がすごく素直で、そういうことも、斜に構えて、ばかにしたような

とか、嫌だなとかいう反応が全然なくて、素直にそういう話も乗っているし、先生との間

でも信頼関係があるというようなのを感じられて、とてもいい生徒たちだなというような

印象を受けました。 

 それから、そのときに、新宿の四谷中学校の校長先生をゲスト講師に招いて先生とか保

護者が講演を伺ったわけなのですけれども、その先生のお話も、道徳についての指導要領

の歴史のお話から始まって大変有益なお話でした。それと同時に、四谷中での学力向上の

取り組みのお話なども出まして、オール３以上を目指す、落ちこぼれは出さないという授

業を研究して、そういうことに取り組んでいるというようなお話などもありまして、大変

に参考になりました。 

 ということで、以上でございます。 

＜教育長報告事項＞ 

教育長 

 それでは、私からは、ただいま区議会が開催されておりまして、そのことにつきまして



報告させていただきます。 

 ６月22日、25日、一般質問がございました。初めの３人につきましてはご説明しました

ので、あと、教育委員会関係では６人の方から一般質問がございました。奥田議員からは、

コミュニティ・スクールをモデル実施したらどうかというご質問がございました。それか

ら、吉原議員。教育基本法改正に伴い、区としてはどのように対応していくつもりかとい

う質問がございました。それから、山口議員ですけれども、全国学力テストの結果の扱い

を中野区としてはどうするのか、今後も参加するのかというようなご質問がございました。  

酒井議員からは、規範意識の取り組みにつきましてどうしていくのか、それから、保護者

から理不尽な要求があった場合どのように対応しているのかというような質問がございま

した。それから、特色ある学校づくりをどう評価しているかというようなご質問がござい

ました。佐藤議員からは、外国籍の子どもたちへの日本語教育の充実につきましてご質問

がございました。それから、就学指導委員会、これは東松山市で見直したわけですけれど

も、中野区ではどう考えるかというようなご質問がございました。林議員からは、東中野

小学校の地域の統合に伴います児童の交通リスクを解決する策はどう考えているかという

ようなご質問。それから、子どもの人口がもしふえた場合、どのようにするのかというよ

うなご質問がございました。 

 それから、６月25日の本会議のときに、監査委員の同意案件が出まして、現管理会計室

特命参事の本橋一夫が監査委員として同意されました。７月１日付で常任監査委員として

任命される予定でございます。 

 それから、25日には議案の提案がございまして、27、28日と文教委員会が開かれました。

文教委員会の概要でございますが、初めに、委員が全部かわったものですから、事業概要

を説明いたしました。それから、議案が一つございまして、区立学校設置条例。これは、

緑野中学校と桃花小学校が来年の４月に設置されるわけですけれども、そちらの設置につ

きまして、それから、小学校三つ、中学校が二つ廃止されるわけですけれども、それにつ

きまして条例の提案がされたわけで、賛成多数で可決されました。 

 それから、幾つか報告事項がございました。「区立学校の子どもをめぐる状況について」

ということで、過日問題になりました啓明小学校のその後の状況につきまして報告がござ

いました。啓明小学校につきましては、ただいま調査委員会を設置して内容について調査

しているところでございます。７月中にはその調査結果を出したいというようなご報告を

いたしました。 



 それから、議会の委任に基づく専決処分につきましては、後ほど報告がございます。２

件、賠償したような事件がございまして、このことの報告をいたしました。  

 それから、武蔵台小学校の校庭芝生化につきまして８月31日に芝生開きをするというこ

とでご報告いたしました。これにつきましては大分議論がありまして、いろいろな意見が

出ました。芝生化につきまして今後どう進めていくのかということが中心でございますけ

れども、芝生化に伴うデメリットというのですか、これもあるだろうということで、デメ

リットにつきましてももう尐し言うべきではないかとか、芝生化の意義につきまして、い

わゆる地球温暖化の観点からもっと積極的に進めるべきであるというような、さまざまな

ご意見がございまして、１時間ぐらいやっていました。 

 続きまして、区有施設耐震診断結果と対応策につきまして報告しました。これも後ほど

ご報告させていただきますけれども、区立施設のうちほとんどが学校関係ですね。学校の

体育館が今回新たに耐震診断したものがほとんどなのですけれども、中には耐震上問題が

あるという施設が大分出ておりますので、これらの対応につきまして報告させていただい

ております。 

 それから、学校統合委員会の設置につきまして報告いたしました。これは、一中・富士

見中、それから東中野小学校・中野昭和小学校、この二つの学校統合委員会が新たにでき

ましたので、報告させていただきました。 

 それから、都立特別支援学校との副籍事業の実施について。これは教育委員会に報告済

みのことでございますけれども、こういった副籍事業を実施するということで報告させて

いただいております。 

 それから、19年度移動教室の実施、19年度夏季学園の実施につきまして報告いたしまし

た。 

 それから、これも報告済みのことでございますが、学校外部評価、それから東京都の行

いました学力調査結果につきましても報告させていただいております。  

 さらに、区立学校におきます個人情報の紛失がございましたので、この件について、口

頭でありますけれども、報告させていただいております。 

 それから、麻疹。これも先週報告させていただいていますけれども、麻疹によります学

校閉鎖。上鷺宮小学校でございますが、こちらにつきましても報告させていただいており

ます。 

 以上でございます。 



＜事務局報告事項＞ 

山田委員長 

 続きまして、事務局からの報告をお願いいたします。 

 初めに、「事故に係る和解について」であります。お願いいたします。  

教育経営担当課長 

 それでは、事故に係る和解につきまして、２件ございます。続けて報告をさせていただ

きたいと思います。 

 先ほど議会の報告の中で教育長のほうからも触れられておりましたけれども、まず第１

件目の「学校における事故に係る訴訟上の和解」についてでございます。  

 まず、事件の概要でございますが、事件名といたしましては損害賠償請求事件でござい

ます。 

 当事者でございますが、原告としましては区立小学校児童でございます。被告といたし

ましては、その同じ小学校の同級生の両親並びに中野区を相手取ってのものでございます。  

 訴訟の経過でございますが、昨年の８月、当初、簡易裁判所のほうに訴えの提起が出さ

れましたが、簡易裁判所の判断によりまして地裁のほうに移送されました。この提起を受

けまして、10月19日から第１回目の口頭弁論が開かれたわけでございますが、ことしに入

りまして３月27日に和解が成立してございます。この間の経緯につきましては後ほど改め

てご説明申し上げたいと思います。 

 今回のこの事案の概要でございますけれども、一昨年の９月15日でございましたけれど

も、同小学校のちょうど昼休みの時間で子どもたちが遊んでいたわけなのですが、被告の

児童が原告の児童の背中を押したと。その弾みで、ちょうど同校の中庭にあります池の中

に子どもが転倒いたしまして、上の前歯２本を破折し、あわせて、左上の前歯に亀裂が入っ

たという事故がございました。これに対しまして、背中を押したとされる子どもの両親及

び中野区を相手取りまして損害賠償等の請求を求めたわけでございます。  

 請求の趣旨でございますが、被告らは原告に対して連帯して100万円及びこれに対する

一昨年の事故の日から支払い済みまでの年５分の割合による金員を支払えという内容でご

ざいました。 

 今回成立した和解の趣旨でございますが、一つ目といたしまして、区は和解金40万円を

原告に支払う。あわせて、被告中野区民は連帯して和解金の10万円を払うというものです。

それから、原告及びその父母らは、被告らに対し、将来にわたってということであります



が、本件事故に関する治療費、慰謝料、その他一切の請求を放棄するといった内容でござ

いました。 

 和解の理由でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、この事故につきまし

ては、学校管理下で起きた事故であるということ、そして、そのすべての当事者による本

事件の根本的な解決を図る必要があるといったようなことから、裁判所のほうから、実は

当初から「和解により本事件については解決すべきである」というような考え方が示され

ていたわけでございます。あわせて、仮にの話ですが、判決という場合については、原告

の請求を容認するといったような裁判所としての考え方もあわせて示されておりました。  

 実は、先ほどちょっと和解の趣旨のところでも申しましたけれども、将来にわたる医療

費の請求、今回のこの100万円の損害賠償の中にはその部分は含まれてございません。慰

謝料とこれまでの医療費を含めた形での100万円の請求ということで、将来にわたる医療

費の請求ということについては、仮にここで判決があったとしても、将来にわたってまだ

その部分が残るということもございました。そういったことも踏まえまして、裁判所のほ

うは和解を勧告したわけでございますけれども、原告、それから被告の区民のほうからは、

この裁判書の和解勧告を受け入れてもいいということで考え方が示されました。そういっ

たことから、区といたしましても、この裁判所の和解勧告を受け入れまして、本事件につ

いては和解によって解決をすべきであるというふうに判断したところでございます。  

 この区が支払うべき和解金の40万円ということでございますが、和解成立後にそれにつ

いては支払ってございます。なお、この和解金につきましては、自治体総合賠償責任保険

によりまして今後補てんが予定されているところでございます。 

 それから、事故後の対応ということでございますけれども、今回のこのような事故を受

けまして、学校のほうに対しましては、事故防止に努めるということで指導を行うととも

に、校長からは、教職員並びに児童に対しまして今後の事故再発の防止ということで指導

をお願いしているところでございます。 

 訴訟上の和解につきましては以上でございます。 

 引き続き、学校教育担当課長のほうから、「交通事故に係る和解」につきましてご説明申

し上げます。 

学校教育担当課長 

 それでは、引き続きまして、「職員による交通事故に係る和解及び損害賠償額の決定」に

ついてご報告申し上げます。資料をごらんください。 



 事故の概要といたしましては、19年４月23日の午後０時40分ごろ、場所は、区役所の地

下駐車場です。 

 状況でございますが、区の職員が運転する乗用車がなかのＺＥＲＯへ向かうために地下

駐車場から出発したところ、駐車場から地上に出る急なスロープのところでエンジンが停

止しました。急な坂道のために一たん平らなところに移動させて再度エンジンを始動させ

ようと考えまして、ブレーキを緩め、エンジンが停止した状態でバックさせてスロープを

下りました。そして、再度停止させるためにブレーキを踏みましたが、制動せず、さらに

ブレーキを踏み続けましたが、そのままバックし続けて、庁有車の左後部が駐車場に駐車

中の相手方の自動車の側面に衝突し、破損させたというものでございます。 

 和解の要旨でございますが、相手方のこうむった損害30万2,904円について賠償する義

務のあることを認めまして、支払うということです。 

 和解の成立の日は６月６日。 

 区の賠償責任につきましては、本件事故は、駐車場に駐車中の相手方車両に衝突させた

ということで、区の賠償責任は免れないというふうに判断いたしました。  

 賠償額につきましては、先ほど申し上げましたが、車両の修理費及び代車使用料の30万

2,904円でありまして、区に全責任があることから、区の損害賠償額は損害額と同額でご

ざいます。なお、損害賠償金は保険会社から直接支払われております。  

 最後、事故後の対応につきましてでございます。これの原因は、パワーブレーキの装着

車ということでございまして、エンジンを切った状態ではブレーキが非常にききにくいと

いうことがございました。そういったようなことについての認識が薄かったということも

ありまして、そういったようなことも含めて厳重に注意いたしました。また、分野内所属

の職員全員に対しましても、そういったようなパワーブレーキの特殊性について十分に周

知するとともに、安全運転、事故防止の徹底をいたしたところでございます。今後、再発

防止に向けまして指導・努力いたします。どうも申しわけありませんでした。  

山田委員長 

 ただいま２件の報告がありましたので、順に質問を受けたいと思います。  

 初めに、「学校における事故に係る訴訟上の和解」のことについて、ご質問等ありました

ら、お願いいたします。 

高木委員 

 この事故に関しましては、昼休み中の子ども同士で背中を押したとかとありますが、特



にいじめですとかそういうものではないというふうに理解をしています。その場合、事故

後の対応で、「事故の再発防止及び事故発生時の適切な対応について指導」とありますが、

なかなか難しいのかなと思うのです。具体的にどういう指導なのかなというのをちょっと

お聞かせいただければと思います。 

指導室長 

 休み中の遊びのルールの徹底を再度したということでございます。ここは中庭でござい

まして、運動場とは別のところに、ビオトープというわけではございませんが、池がある

ようなところでございますので、そういう場所での遊びのルールとか、休み中の遊びのルー

ルを徹底したということでございます。これは全校において再度徹底ということでござい

ます。 

 それから、小学校２年生でございましたので、低学年の子における休み時間の教師の目

の配り方ということについても再度確認をしたということでございます。  

飛鳥馬委員 

 質問というよりも、どんなふうに考えたらいいのか、もし皆さんからご意見があればお

聞きしたいなと思うのですが、子どものこういう事件に対して、最近、訴訟まで起こされ

る方が多くなっていると思うのですね。時代が時代なので、時代の変化だというふうにと

らえればそれはそういうことだろうかなと思いますが、明らかにいじめであるとか、ある

いは暴力事件、そういうものであれば、話し合いで解決できなければいたし方ないかなと

いう気もしますが、今高木委員が言われたように、子どもというのはいろいろなことをや

りますので、思いもかけないところで事故が起こるのですね。起こったときに、難しいの

は、昔であれば、軽いものは謝る程度で済んだし、あるいはそれ以上いっている場合には

謝罪と治療費ぐらいでほとんど済んでいただろうと思うのですね。ですから、訴訟までい

かないで話し合いで解決してきた、そういう昔の知恵があったなと思うのですが、今はな

かなかそうならないところは何なのでしょうね。やはり話し合いができないのか、あるい

は権利の主張が強いのか、許せないのか、あるいは金品が絡むといいますか、治療費以外

に慰謝料とかということも考えられるので、その辺のところの難しさがあると思うのです。

ですから、行政としては、教育委員会としては、仕方ないなというふうなところがあるか

なと思うのですが、その辺どんなふうにお考えかなということが１点あります。  

 それから、もう１点は、なるべく私はそういう訴訟までいかないで解決できたらいいな

と思っているのですよ。というのは、特に小学生などいうのは、小さい子ですと、ほとん



どこれから何十年も一緒に地域で住まわれるわけですね。隣の子かもしれないわけですよ

ね。裁判されて、勝った、負けたとか、幾ら払ったとかというのがずっと何十年も続く関

係が果たしてどうなのかなという気がしないでもないので。ということになると、お互い

尐し譲るというか、歩み寄るというか、そういうことで解決できればしたほうが子どもの

ためにいいのだろうと思うのですね。親のためではなくて、将来、子どももずっとかかわ

りますし、生活も一緒にすることが多いと思いますので。ですから、そういうことを考え

ると、裁判までいかないで解決できるといいなと思うのですけれども。  

 そこで、そういうことを受けとめるような解決方法を区として考えられないかどうかと

いうことですね。なるべく早い時期にといいますか。そんなふうなところをどう考えたら

いいかということをちょっと思っているのですけれども、いかがでしょうか。  

教育経営担当課長 

 確かに委員おっしゃるとおり、学校の中で発生した事故でありますし、今回のような場

合につきましては、原告、被告、同じ学校の中の児童、それから保護者がそういう関係に

置かれるということは、通常の教育等々の中でも、正直申し上げて、余り望ましいことで

はないというふうに思っております。 

 今回の件につきましては、実際に事故が発生しましてから訴訟が提起されるまで約１年

間ございました。その間にいろいろな形での双方の話といったようなことがあったわけで

ございます。また、こちらの被害を受けたという両親のほうから区に対して、訴訟前に損

害賠償の話がございました。ただ、そういう形で損害賠償を求めるということになります

と、やはり区としましてもきちんとした事実関係、また損害賠償を仮に出すとすれば、そ

の根拠というのを明らかにしなければいけないということもございますから、当然、区の

内部におきましても、法規担当と教育委員会はいろいろな形で協議を重ねまして、また、

事実の関係等々もいろいろ検討を重ねてきたわけですけれども、やはりそういう形で出さ

れますと、区としましても、その場合、区として損害賠償を求められるに至った過失があ

るのかどうか、そういうことをきちんと判断しなければいけないということになります。

その場合、いろいろ検討の中で区として直接的にこの件についての重大な過失はなかった

ということで判断いたしましたので、そういった形でお答えしたわけですが、やはり今回

この原告になった方の場合については、そういった判断についてはこれを不服ということ

で、最終的には訴訟の提起という形に出されたわけでございます。おっしゃるとおり、い

ろいろな形の中で、やはり学校の場といったことを考える中では、できるだけ双方の話の



中で一致点が見出せるというのであれば、それはもちろん一番望ましいこととは思います

が、本件についていえば、そういった事前の過程などもございまして、結果としては一度

訴訟といいますか、裁判所の判断を求めるという形にはなってしまいました。そんな経過

がございます。 

指導室長 

 学校教育ということから考えますと、委員のおっしゃるとおり、子どもの心を第一に考

えるということが使命だというふうに思っております。最近の傾向を見ますと、このこと

ということではないのですけれども、子どもの間の解決と大人の間の解決、つまり保護者

間の解決という部分は一致しないケースもあることは確かだなというような状況にあると

思います。 

教育長 

 後段の件でお答えというのですか、私どもの考えをちょっとお話しいたしますと、やは

りこういったケースが非常にふえておりまして、今までの対応ではなかなか難しいところ

がございます。そこで、一つは、やはり学校のほうの対応のノウハウというのですか、も

う尐しきちっと……。十分やっているのですけれども、こうしたことが頻繁に起こるとい

うような状況がございますので、もう尐し保護者間の間に立った学校の対応。それから、

学校だけではどうしようもない場合に教育委員会としてバックアップできるような体制。

マニュアルづくりも大事だと思いますし、あるいは、もう尐し相談できる体制づくりとか、

そんなものが課題だと思っておりますので、今後教育委員会として十分協議してまいりた

いというふうに考えています。 

大島委員 

 弁護士という立場から補足的に言わせていただくと、さっき飛鳥馬委員からもお話があっ

たように、小学２年生というお話ですけれども、子どもなんだからいろいろなことをする

のだからと。昔だったら、軽いものは、謝るプラス治療費ぐらいということで。というこ

とは、もちろん、民法の不法行為――こういうけがをさせるなどというのも「不法行為」と

言うのですけれども、それの責任は、責任能力というのを認められる人間といいますか、

そういう状態でないと責任も負わないのですが、その責任能力というのは大体12歳ぐらい

から上というふうに一応考えられているわけなのですね。だから、いろいろな事理弁識能

力とか、判断能力とかというものがない小さい子どもがやったことは、法律的には責任は

問えない、こういうことになっているわけなのです。 



 なので、本件の場合も、押したという児童はそういう意味で責任能力がないので、児童

自身は賠償責任を負うということは法律的にはないと思うのですね。ですが、そのかわり

にといいますか、それを管理し、責任があると言われている区、学校、それから親、そう

いう人たちが責任を負うということでこういう当事者になってくるということは、ちょっ

と解説ですけれども。 

 それで、裁判まで起こしてというのは、教育的な観点からいうと好ましいことではない

と思いますけれども、一面、さっき小谷松課長も言われたように、区が何らか賠償金を出

すということになると、ただ親から要求されたからというだけで出したというのではだめ

でしょう。今回は保険金で出したということですけれども、保険料というのは区が出して

いるのでしょうから、やはり公金を支出するにはそれなりの根拠が要るという意味では、

裁判所の判断、和解勧告ということがある意味必要だったといいますか、そういう面も今

後出てくるかと思うのですね。今、教育長がおっしゃったように、裁判にいくまでの段階

で話し合いができるような何かシステムづくりというのが必要だと思うのですが、しかし、

最終的にお金を払うということになると、何らか説明根拠が要るという意味では、裁判所

の判断というのが一番説得力があるわけで、それが必要な場面が多いのかなという面も一

面考えますね。難しい問題ですよね。 

 弁護士の立場からすれば、要求する権利があると主張するなら訴訟するのは国民の権利

でもあるということで、訴訟すること自体、そもそも紛争解決の有効な手段なのですから

もちろん悪いことではないのですけれども、今後も、私自身もどうしたらいいものかとい

うのは考えていきたいと思っている次第です。 

飛鳥馬委員 

 私も現場のときいろいろな経験がありますけれども、子どもがけが等をしたときには、

今、治療費はほとんど保険で出るのですね。今回の場合でもそうでしょうけれども、日本

スポーツ振興センターに掛金を掛けていますので、治療費は出ると思うのですね。ですか

ら、治療費以外のところでの問題だろうと思うのですね。慰謝料、精神的なもの、損害賠

償、いろいろ呼び方があると思うので、そこのところを事前にうまく話ができればなとい

う気がするのですが。 

 スポーツセンターの保険のそれでできる範囲では、私もいろいろなことがありますけれ

ども、例えば体育館のドアを閉めるのに、その日ちょっと台風の前で強風で、指を第一関

節からつぶしてしまった子がいるのです。バーンとあおられたのですね。もう１人は、バ



スケットのリングを下げるのに鎖、チェーンでばーっとおろすわけですね。勢いづいて、

ばーっと回り始めて歯に当たりまして、歯が２本飛んでしまったのですね。そういう事件

とか、しょっちゅうありましたけれども、裁判も何も全然しないで済みました。結局それ

はスポーツセンターの保険でやっていただいたのですけれども、ちゃんと細かい決まりが

あるのです。歯は１本だとだめだけれども、２本か３本飛ぶと50万円プラスしますよとか、

指も第一関節だとだめだけれども第二関節は幾らとか、非常に細かい、専門のお医者さん

のがあるのですね。公務災害もそうだと思うのですけれども、ああいうのがありまして、

それでなるべくそうやってあげようということでやってきたのです。だから、そういうこ

とでいえば、治療費だけでいえば出してもらえるというのがあると思うのですね。区もこ

ういう保険を掛けていますから、区民の方がけがされても、区に責任があれば治療費はも

らえると思うのですけれども、それ以外のところですね。 

 それ以外のところで、私、１件だけよかったなと思ったことがあります。これは子ども

が故意にいじめというか暴力事件を起こしたのですね。ばーっとやったのがちょうど口の

ところに当たって、歯が２本折れたのですね。これは、今のスポーツセンターの第三者行

為で暴力事件だと保険が出ないとかいろいろあるので、その辺、法的にはちょっと難しい

ところがあるのですが、ただ助かったのは何かというと、その加害者の子におじいちゃん

が損害保険、傷害保険を掛けていたのです。家庭的にもなかなか大変な家庭なので、親御

さんに言ってもなかなからちがあかなくて、そういう話をおじいちゃんにしたら、「ああ、

そうなの」というので、おじいちゃんが「うちは全部家族で保険を掛けているんだよ」と

いうことで、アメリカの保険でしたけれども、傷害保険を掛けていました。で、おじいちゃ

んに言ったら、「じゃあ、それは保険会社に言うから、何とかしてもらうよ」というので、

おじいちゃんが保険会社に言ってくれた。保険会社に言ってくれたのだけれども、事情が

よくわからないので、私、すぐその保険会社まで行って課長さんと話をして、こういうこ

となのだという話をしたら、そのときにもこちらで予期しない金額が傷害保険から出てき

ました。だから、個人的には親御さんがお子さんに傷害保険を掛けておくという時代なの

かなという気もするのですよ。本当に。結局、こういうことでしょう。保険というのはそ

ういうことだと思うので、保険を掛けているからいいというのではないのですけれども、

本当にそれは助かって救われたというのがありますね。場合によっては、そういうチャン

スがあれば、そういうこともありますよといいますか、そういう話も必要なのかなという

気もしますね。なかなか大変な時代ですから。金額も多いしね。そういう事件が起こらな



いのが一番いいわけですけれども、不幸にして起こることがあるので。という経験を交え

てということですが、私の意見です。 

 以上です。 

山田委員長 

 今、飛鳥馬委員からご指摘がありましたように、なるべくなら訴訟という――大島委員は

「国民の権利である」とおっしゃっていますけれども、なるたけそういうことが起きない

ように。もちろん治療費などの補償については新入生に入ったときに十分なご説明をいた

だいているし、事あるごとに養護教員あたりからのご説明もあると思うのですけれども、

それプラスアルファの場合にどうするかということ。今の大人社会が、何かあればという

ふうな形をつくってしまったというのは非常にいけないのではないかなと思いますけれど

も、そういう時代なのだなというところと、僕は医療関係なので、今の話の中で、過失が

あるかどうか非常に難しいところがありますよね。 

 今、医療現場で、無過失についての責任保険をつくろうではないかという運動がありま

す。これはなぜかといいますと、ご承知のように、産科領域では、小児麻痺等で産まれま

すと、その小児麻痺の子どもに対しての補償は２億円とか３億円ということが判例として

あるのですね。ところが、その判例が出るまでに10年かかってしまったということがある

ので、もちろんドクターの責任があるかないかは別に考えますけれども、一時的に基金を

プールしておいて、一時的に2,000万円先に払うとかという無過失責任保険制度をやった

らいいのではないかということを日本医師会と厚生労働省が今もんでいまして、恐らくそ

れはオーケーになるように聞いております。それが将来的には産科だけではなくてほかの

ところも、無過失ということについて先に一時金を支払って、その後で協議をするという

ふうに世の中が変わってくるようなことをちょっと聞いております。 

 実はそういったことがありまして、産科のドクターがなかなか給料が上がらない割には

リスクは非常に高い、所得がローであって危険はハイであるということで、産科のドクター

が現場から遠のいてしまっているということが実際にはあります。そういったことで、無

過失ということがこれから尐し国のほうでも考えられるのかなということがありますので、

学校の中の子どもたち同士のことで、それが過失があるかないとかということ自体を争う

のも非常に苦しいのではないかなと思うので、そんな方向も出てきているのかなというこ

とで、ちょっとだけコメントさせていただきます。 

 そのほかにご質問ございますでしょうか。 



 では、第２点目の「交通事故に係る和解及び損害賠償額の決定」に対してのご意見はご

ざいますでしょうか。 

 これまでこういった交通事故に係る和解とか損害賠償額、余り教育委員会の報告事項に

上がったことはないかと思うのですけれども、これについてきょう報告事項に上がった経

過についてはどのように理解したらよろしいでしょうか。たしか、今まで報告については

余りなかったと思うのですね。 

教育委員会事務局次長 

 それは、恐らく、事故自体がなかったということだというふうに考えております。交通

事故が起これば、区のほうが加害ということになれば、和解等の結論が出ますので、ご報

告しているところだと思いますので。 

山田委員長 

 今までなかったということですか。 

教育委員会事務局次長 

 そのようにご理解いただければと思います。 

山田委員長 

 特にご意見ございませんか。 

 それでは、続きまして、第２点目でございます。「区有施設の耐震診断結果と対応策につ

いて」、お願いいたします。 

教育経営担当課長 

 それでは、引き続きまして、区有施設の耐震診断結果と対応策につきましてご報告をさ

せていただきたいと思います。 

 まず１点目は、耐震診断の結果の報告でございます。区有施設のうち、耐震診断をまだ

実施していなかった施設がございまして、昨年18年度にその未診断の施設につきましてす

べて診断を行いました。このたび、その診断結果が出ました。昨年行った耐震診断はほと

んどが学校の体育館。教育施設の関連施設におきましては、体育館以外はすべて耐震診断

が終わっていたのですけれども、体育館だけがまだ残っていたということで、昨年度補正

予算をとりまして実施をいたしました。 

 その結果はこちらの表になってございます。その前に、裏のところに性能評価のコメン

トがあると思いますので、こちらでちょっと確認しておきたいと思います。  

 耐震診断の性能評価につきましては、ＡからＤランクまで４ランクに分かれております。



Ａランクにつきましては、ここにございますとおり、「安全と思われます」ということで、

Ａが出ればとりあえずほっとできる状態なのですが、問題はＢ、Ｃ、Ｄとなりまして、Ｂ

ランクの場合につきましては「耐震性能は比較的高いランクですが、補強することをお勧

めします」、Ｃランクの場合は「補強が必要です」、Ｄになりますと「大規模な補強及び改

築が必要だと思います」ということで、Ｄになりますと一番危険度が高い、Ａの場合は安

全というような、この４ランクがございます。 

 またもとに戻りまして、昨年行いました診断結果でございますけれども、神明小学校と

多田小学校の２校の体育館はＡランクでございました。ただ、それ以外の26施設につきま

しては、Ｂランクが桃三、野方等の７カ所の体育館、それからＣランクにつきましては、

塔山、中野本郷等、15カ所の体育館、Ｄランクにつきましては、六中、七中等の４カ所と

いうことでございました。 

 昨年の結果はこのような形でございますが、それ以前に実施したものにつきましては、

次の表に出てございます。これは、平成17年度以前に耐震診断を行った施設のうち、Ｂラ

ンク以下の施設ということでございます。当初診断を行いましたすべての施設がここに記

載されているわけではございません。Ｂ、Ｃ、Ｄというふうな評価が出たものにつきまし

て、その後に耐震補強を行っている施設につきましてはこの表の中にございません。した

がいまして、これは耐震診断を行ってＢ、Ｃ、Ｄであるけれども、まだ補強が行われてい

ない施設というふうにご理解いただきたいと思います。 

 そういった施設はどこかといいますと、まずＢランクでございますけれども、このＢラ

ンクの中ほどから下、もみじ山文化センター西館、それから桃園小以下21の学校の校舎で

ございます。一部体育館も含まれてございます。それから、Ｃランクのものにつきまして

は、野方図書館、八中の体育館、Ｄランクにつきましては西中野小学校の体育館というふ

うになってございます。なお、鷺宮図書館につきましては、これは既に報告をさせていた

だいたとおりでございますけれども、今年度中にこの耐震改修を行う予定になってござい

ます。 

 それから、小・中学校の校舎でございますけれども、Ｃ、Ｄランクにつきましては、既

に耐震改修を完了してございます。したがいまして、小・中学校の校舎につきましてはま

だ耐震改修が行われていないというのは、この表にございますＤランクのもののみでござ

います。 

 次の４番目の「区有施設における耐震改修の基本方針」でございます。今後の方針とい



うことで基本的な考え方を整理してございます。 

 一つ目といたしましては、Ｃ、Ｄランクが比較的危険度が高いと言われている施設でご

ざいますが、これは早急に手をつけたいということで、原則、来年度19年度、20年度に改

修の工事を行いたいと考えてございます。 

 それから、Ｂランクでございますが、こちらのほうは施設数もかなり多うございます。

そういった中で、今後策定いたします耐震改修計画の中で、その改修の考え方、あるいは

改修の年次等を改めて示したいというふうにしてございます。 

 それから、３番目でございますが、今後、施設の廃止、あるいは改築・統合等が予定さ

れているものにつきましては、応急補強や建築材の落下、また飛散防止等の安全対策を講

じるということとしております。 

 最後、４番目ですが、Ｃ、Ｄランクで耐震改修や応急補強が困難である場合。これは非

常にレアなケースかと思いますが、そういった部分につきましては、施設の使用について

中止という判断もあるということでございます。 

 今後のスケジュールでございますけれども、先ほど申しました耐震改修計画につきまし

ては、８月上旪をめどに策定をするということとしてございます。その後、区民や利用者、

保護者の方への説明等を行った後、今後の耐震改修に向けて必要な補正予算等を組みまし

て、実施設計等に入っていくという予定としてございます。 

 なお、学校施設につきましては、ほかの施設と違いまして、今後、これの耐震改修を行っ

ていくことになりますと相当なお金を要します。その場合、国の補助等を受けるというこ

とになってくるわけですが、その補助要件に、学校施設につきましては専門機関による評

定を受けるということが一つの条件になってございます。耐震診断を行って、実際に改修

工事に入る前にその耐震診断を行った機関とは別の第三者機関で改めてもう一度評定をし

た上で、より正確な形での耐震改修を行うというような、１ランク、一つのクッションが

入りますので、そういったこともございます。 

 いずれにいたしましても、これから取り急ぎ耐震改修計画の策定を進めていくことを予

定しているところでございます。 

山田委員長 

 ご質問ありましたら、お願いいたします。 

飛鳥馬委員 

 表を見ると、特に体育館がたくさんあるわけですけれども、同じ時期ぐらいにつくった



体育館でもＡからＤまであるという、それはどう考えたらいいのでしょうか。建築基準法

の耐震基準の結果なのか、あるいは施工の問題なのか、何かわかったら教えていただきた

いということが１点。 

 もう１点は、これもちょっとわからないので教えてほしいのですが、耐震改修というの

と補強というのはどんな違いがあるのでしょうかということですね。 

教育経営担当課長 

 後段の耐震改修と補強ですけれども、済みません、言葉の使い方がちょっとちゃんぽん

になっていたようでありますが、基本的には補強工事、あるいは耐震の改修工事は同じで

ございます。 

 それから、今回、耐震診断を行って、ＡからＤランクまでちょっと分かれてしまいまし

たけれども、基本的には、体育館も幾つかの構造のパターンがございまして、鉄骨づくり、

あるいは鉄筋コンクリートづくりと、種類も幾つかございます。そういった部分もござい

ますし、また、建築年次、その後の経過の年数等もあります。それからまた、個別の立地

条件といいますか、そういったものもございます。耐震診断をするに当たりましては、か

なり詳細にコンクリートの抜き取りの検査であるとか、耐震構造のコンピュータ解析であ

るとか、いろいろな要素を含めて総合的に判断してございますので、そういったことで幾

つかランクが分かれるというようなことになってございます。 

教育長 

 耐震改修と応急補強ですけれども、これはちょっと違うのですね。耐震改修というのは、

改修したことによってＡランクまで持っていくということでございます。応急補強という

のは、Ａランクまで持っていくのが難しいような場合には、当面、地震等にある程度安全

性のあるところまで補強していく、そんなような意味でございます。 

山田委員長 

 私のほうからです。ちょっと確認いたします。 

 ２ページ目にある17年度以前に耐震診断の施設で性能ランクＢ以下の施設については、

耐震改修を完了しているということでいいのですよね。それはよろしいですね。  

教育経営担当課長 

 はい。 

山田委員長 

 今回、１ページ目にある18年度に耐震診断を実施した施設について、一番後ろにあるＣ、



Ｄランクの施設については原則19年度、20年度で耐震改修工事等を実施する計画案をこれ

からつくるということでよろしいのですね。 

教育経営担当課長 

 はい。 

山田委員長 

 そうしますと、Ｄランクの中にある該当の体育館ですけれども、再編計画と絡んでいる

学校がほとんどですよね。例えば六中と十一中ということもありますし、中央中は九中と

いうこともありますし、中野富士見中は一中と。となりますと、もちろん、Ｄということ

ですから、早急に手当てをしなければいけないですけれども、近い将来はそれが統廃合に

よって子どもたちが使わない施設となるところです。そういった場合に、せっかく公費を

入れて耐震補強したわけですから、それはなるたけ区民のために使えるように考えるのが

普通だと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

教育経営担当課長 

 今回、Ｄランクの中に、今おっしゃったとおり、そういった再編対象ということがあり

ますけれども、先ほど申しました基本方針の中の(3)に、今後この区有施設の廃止、改築・

統廃合が予定されているもの、これは当然、学校再編が含まれているわけですが、そういっ

た場合につきましては、応急補強――これ、済みません。私、先ほどご質問を勘違いいたし

まして、耐震補強と耐震改修というふうに理解してしまったので、申しわけございません。

先ほど教育長のほうから補足でご説明申し上げましたけれども。完璧な形というわけでは

ないのですけれども、基本的には応急補強がどのぐらいのレベルまでできるかということ

は、これから改修計画の中でもう尐しきちんと整理を詰めていかなければならない部分か

と思います。当面、応急補強を行う中で、将来的に再編等が近づいて全面的な改築とかあ

ろうかと思いますけれども、そういった対応策を当面とると。既に体育館の場合につきま

しては、天井材の落下の防止だとか、窓ガラスの飛散防止等々は行ってございますので、

そういったものも含めて応急補強の実施を図った上で、将来的な再編等の段階で抜本的な

形で改築も含めて対応を図っていくということになろうかと思います。 

教育委員会事務局次長 

 今、委員長からのお話として、補強し、区民の皆さんの利用をというお話の部分につい

ていえば、例えば、中央中などにつきましては、新校舎への改築というようなこともあり

ますので、手をかけて、後の利用というのも考えられないということになりますので、そ



ういったことも含めて全体を考えていかなくてはいけないというふうに思っております。  

山田委員長 

 非常に大切なことだと思うのですね。今後、国のほうの基準に合った、もう一度耐震診

断を受けて補強なり改修計画をつくる段階で、再編との絡みでどのようにするかというこ

とはかなり慎重に議論を尽くして、子どもたちのために、また、将来的には国のためにど

うしていくかということを協議、議論しなければいけないのかなと思いました。  

教育委員会事務局次長 

 先ほど委員長のお話の中で、ちょっと確認させていただきたいのですけれども、裏面の

ところの、委員長から「確認ですが」と言われた部分は、17年以前に耐震診断をして、Ｄ

はなかったと思うのですけれども、Ｃだったものについては耐震診断したのですねという

お尋ねでよろしかったでしょうか。 

山田委員長 

 これは、そういった診断が出て、「耐震改修を完了している」という下の文章があります

よね。これはどうとるのかなと。 

教育委員会事務局次長 

 そういったことでは、まさに※の部分というのは、小学校の校舎、17年以前に耐震診断

して、Ｃ、Ｄだったものについては耐震を完了してございます。 

 Ｂランクのものについては、ここにありますとおりで、例えばＢランクのところに学校

名がございますけれども、それはＢランクで残っているということでございます。  

山田委員長 

 はい、わかりました。 

教育改革担当課長 

 (2)のところで名前が載っておりますのは、耐震診断が終わってはいるけれども、まだ補

強が終わっていないというものが載っているわけです。 

 最初の診断を行って、Ｂランクのところに21校名前が載ってございますね。小・中学校

合わせて全部で43校ありますので、残りの半分の学校というのは、当初からＡランクだっ

たか、あるいはＣランクだったか、どちらかだったわけですね。Ｃランクと判断されたも

のについては、校舎についてはすべて改修が終わっております。したがって、このＣラン

クのところには、体育館が一つ載っておりますけれども、校舎は一つもない。Ｃランクで

診断を受けた校舎についてはすべて補強は終わってございます。校舎についてはＤランク



の評価のものは当初から一つもございませんでした。 

飛鳥馬委員 

 そうすると、体育館はまだですということですか。18年度の耐震診断のＤのところに体

育館がありますけれども、これは校舎ではないのでまだですという理解でよろしいですか。  

教育経営担当課長 

 ちょっと詳しく申し上げたいと思いますが、ここに28の体育館の診断結果が出てござい

ますけれども、実は、小・中学校全部合わせますと、体育館は44ございます。43校ですけ

れども、八中だけ二つ体育館がございますので、全部で44施設ございます。そのうち、法

改正以降に比較的新しい段階でつくられた体育館、初めから耐震構造になっている範囲で

すね。これが４体育館ございます。それから、耐震が終わっているというか、18年度以前

に診断を済ませている体育館が12ございます。合わせますと16。残りの28がまだ未診断で、

去年の段階ではまだ診断が終わってなかったということになるわけです。それを急遽、昨

年実施して、結果を出したら、こちらにあるとおり、ＡからＤまでの結果が出たというも

のです。 

教育委員会事務局次長 

 飛鳥馬委員のご質問は、恐らく(2)の17年以前に診断したもののうち、Ｄという評価の出

たものについては終わっているのかというご質問でよろしいのでしょうか。  

飛鳥馬委員 

 (1)のほうの、18年度の耐震診断は、診断は終わっているのだと思いますけれども、改修

はまだでしょう。 

教育委員会事務局次長 

 いずれも、ここに載っているものは今後改修をしていくというものでございます。  

飛鳥馬委員 

 ということは、体育館を使っているということですよね。 

教育委員会事務局次長 

 そういうことです。 

飛鳥馬委員 

 Ｂだけれども、使っていると。 

教育委員会事務局次長 

 そういうことでございます。 



飛鳥馬委員 

 そこも大事なところで、至急やらなければならない箇所ということになりますね。  

教育経営担当課長 

 当面の課題としての窓ガラスの飛散防止、それから天井材の落下防止、これはすべての

小・中学校の体育館で既に終わってございます。Ｃランク、Ｄランクについては、今年度、

来年度、早急に一部やるということは、応急的な対応としての窓ガラスの飛散防止とか、

天井材の落下防止ではなくて、要するに抜本的な補強の工事でございます。そのことによ

りまして、Ｃランク、ＤランクのものについてはＡランクまで底上げをするということで

ございます。 

高木委員 

 聞いているうちにわからなくなってしまったので確認をしたいのですが、(2)「平成17

年度以前に耐震診断した施設のうち、性能ランクがＢ以下の施設」のところで、例えばＣ

の野方図書館、第八中体育館とＤの西中野小体育館については耐震診断が終わっていると

いうことですが、耐震改修、応急補強は終わっているのですか、終わっていないのですか。  

教育経営担当課長 

 終わってございません。 

高木委員 

 終わってないのですね。はい、わかりました。 

教育経営担当課長 

 (1)、(2)に載っております施設は、すべてまだ改修が終わっていないものです。  

高木委員 

 終わってないのですね。 

教育経営担当課長 

 はい。 

高木委員 

 わかりました。 

 それでお聞きしたいのですが、その中に野方図書館というのが入っていますが、先般、

鷺宮地域センターの改修のときに、一緒に野方図書館の部分を改修して、大分狭くなって

しまったという話が出たと思うのですけれども、野方図書館に関してはそういうのはどう

なのですか。あるいは、ほかの体育館に関して耐震改修や応急補強をやった場合に、何か



使い方が制限されるようなことがあるのでしょうか。 

中央図書館長 

 ちょっと１点説明させていただきますと、鷺宮図書館については今年度10月から工事を

いたしますが、野方図書館については今年度中に工事の予定はございません。それは、財

産管理分野のほうの判断ですけれども、恐らく、災害時に地域本部等として活用する地域

センターがあるということも踏まえての判断だというふうに考えております。  

 ですので、野方図書館につきましても、耐震補強の必要性はあるという結果にはなって

おりますけれども、具体的にどのような形で補強工事を行うのかという設計についてはま

だ着手してございませんので、使い方がどのように制限されるかということも今の段階で

は何とも申し上げられない状況にございます。 

 なお、建物の形状ですとか、補強工事の手法はさまざまあるようでございますので、建

物の性質に応じた補強の手法はとられると思いますので、それによって利用の制限がどの

程度生じるか、あるいはほとんど支障がないかというのは、ケース・バイ・ケースになろ

うかと思います。 

山田委員長 

 もう１点なのですけれども。 

 そうしますと、体育館は全部で６個ぐらいがＣ、Ｄランクということになるわけですけ

れども、住民に開放している体育館も多々あると思うのですね。なおかつ、再編・統合で

体育館が使えないからということで何とか確保してくださいというお話も来ているので、

これから再編・統合を踏まえたときに、学校施設がいわゆる有効利用されている校数とい

いますか箇所が尐なくなるということで、区民の体力向上などを私たちはやらなければい

けないのにどのようにしたらいいかということは非常に大きな問題ではないかなと思いま

すので、その辺、私たちも十分注意をしながら、現状どのぐらい使われているのか、改修

しているときに果たしてどのぐらいその影響が出るのか、それに対してどのように対策し

なければいけないのかというのはちょっと大きな話になるかなと思って、きょうの話を聞

いてやはりちょっと心配だなというふうに感じました。私たちも十分議論しなければいけ

ないなと思っています。 

 ほかにご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

 では、３番目、「地域生涯学習館の臨時休館について」、お願いいたします。  

生涯学習担当参事 



 それでは、地域生涯学習館の臨時休館につきましてご報告を申し上げます。二つのパター

ンがございます。 

 一つが、第一中の地域生涯学習館で、これは学校再編に伴います校舎等の改修工事にか

かわりまして、普通教室、特別教室等を改修するために、物品をこの生涯学習館の棟に搬

入をするということとあわせまして、生涯学習館等でも工事を行うといったこと、また、

生涯学習館は体育館の管理もしておりますが、体育館につきましては、工事の現場事務所

の機能を持たせるといったようなことから、７月20日から９月３日までの間、休館にする

ものでございます。 

 次に、二つ目といたしまして、江原小学校、若宮小学校、桃園小学校の生涯学習館につ

きましては、毎年行っております施設整備、これは小破修理を集中的に行うこと、そして

備品の総点検のために８月12日から18日までの間、臨時休館をするものでございます。い

ずれも、ここに記載してございますような方法をもちまして周知を図っておりますし、今

後周知を図る予定でございます。 

 なお、一中につきましては、期間が長期にわたるといったことから、４月23日と６月４

日に施設利用者へのこの改修工事全体の説明会を開催した折に、生涯学習館の臨時休館に

つきましてもあわせてご報告をし、利用団体等からは既にご了解をちょうだいしていると

いう状況になっております。 

 以上でございます。 

山田委員長 

 ただいまの報告に対しまして、ご意見、ご質問ある人はお願いいたします。特にござい

ませんでしょうか。 

 今、第一中学校のほうの地域学習館を利用している方たちに対してのご案内をされてい

るところですけれども、それに対して何かご意見等はございますでしょうか。  

生涯学習担当参事 

 運営委員会ももちろんすべて持っておりますが、運営委員会の委員長等とも事前に十分

協議をいたしました上で、ご理解を賜るべく説明等をいたしましたので、そういった関係

ではクレーム等は一切まいっておりません。 

飛鳥馬委員 

 一中は体育館が工事の本部になると。そうすると、夏の部活等はどうですか。代替が何

かありますか。 



指導室長 

 部活につきましては、統合予定校の富士見中ですとか、近隣の小学校等をお借りすると

いうふうになってございます。 

山田委員長 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 再編・統合ということで、子どもたちにもいろいろ迷惑をかけるかもしれませんけれど

も、こういった意味では、近隣の方たちにもいろいろご迷惑をかけることになるので、我々

も心して、新しい学校をどのようにつくるか、どのような地域に根づいた学校にするかと

いうのは非常に大切なことなのだなと、きょうの報告を聞いて感じました。ありがとうご

ざいました。 

 そのほかに報告事項ございますでしょうか。 

教育経営担当課長 

 防犯ブザーに使います電池の破裂事故につきましてご報告したところですが、それに伴っ

て、防犯ブザーを子どもたちからそれぞれ回収していったところなのですけれども、この

間およそ１カ月くらい、子どもたちは防犯ブザーがないような状態で、非常に不安なこと

だったと思いますが、今回、このボタン電池の破裂につきましても、一応原因等がわかり

まして、早急に防犯ブザーを子どもたちのもとに返すと。これは新しく購入して返すとい

うことでございます。前に使っていたものと同じ型のものですけれども、新規に購入いた

しまして、それで一昨日と昨日でございますが、回収したすべての子どもたちのほうに学

校を通して防犯ブザーのほうを配付いたしました。これで、先ほど申したとおり、ようや

く１カ月間の空白を埋めることができたということでご報告をさせていただきます。  

山田委員長 

 何かご意見、ご質問ありますでしょうか。 

 この防犯ブザーの回収と、今買われたということですけれども、これの予算はどのよう

になっているのでしょうか。 

教育経営担当課長 

 今回回収して新たに防犯ブザーを買ったわけなのですが、約7,000個ほど買ったという

ことで、百四十数万円と。これは臨時の出費でございますので、区の予備費のほうから充

用いたしまして買いそろえたということでございます。 

大島委員 



 回収した、提出した子どもに限定して新しいものをあげたということでよろしいのです

か。 

教育経営担当課長 

 はい、そのとおりです。今回、六十数％の子どもから防犯ブザーを回収できたわけです

けれども、回収した子に対して今回もう一度配り直したということでございます。 

山田委員長 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 以上で、本日予定いたしました議事は終了いたしました。 

 ここで傍聴の皆さんに７月の教育委員会の予定につきましてお知らせをいたします。  

 再来週になりますが、７月13日の教育委員会は第八中学校の訪問と生徒との対話集会の

ため、教育委員会の会議はありませんので、お間違えないようにお願いいたします。した

がいまして、７月の教育委員会の会議は、７月６日、20日、27日の予定です。 

 これをもちまして、教育委員会第23回協議会を閉じます。 

午前１１時２２分閉会 


